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［出展事前エントリー 受付期間］
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2023年9月16日(土) 10:00 - 20:00、17日(日) 10:00 - 17:00

2023年9月15日(金) 15:00 - 20:30
※招待者、関係者のみ入場可

グランフロント大阪
ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

2023 年8 月前売り発売予定

802 メディアワークス / UNKNOWN ASIA 実行委員会
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unknownasia.net 

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館B2F

【CONTACT】 UNKNOWN ASIA 事務局  /  E-MAIL : desk@unknownasia.net
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［出展本エントリー 受付期間］ 2023年5月1日(月) 12:00 - 6月18日(日)23:59
※エントリーはUNKNOWN ASIA 2023 オフィシャルサイトにて受付

2023年3月15日(水) 12:00 - 4月28日(金)23:59
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UNKNOWN ASIA 実行委員会は、「紀陽銀行 presents UNKNOWN ASIA 2023」(以下UNKNOWN ASIA)を、2023年9月15日(金) ‒ 9

月17日(日) [ プレビュー 9月15日(金) ] の日程で、グランフロント大阪ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター

にて開催することを決定いたしました。

同時に、出展アーティスト事前エントリーの受付も開始いたします。

UNKNOWN ASIA とは
UNKNOWN ASIAは、日本とアジア各国からアーティストが大阪に集う国際色豊かなアートフェアです。

2015年にアーティスト主体のアートフェアとして始動し、 2019年からグランフロント大阪ナレッジキャピタルコングレコ

ンベンションセンターに会場を移して開催。2022年は3日間延べ10,118名が来場され、西日本最大級のスケールで開催される

アートフェアとして認知が高まっています。

UNKNOWN ASIA の特長
UNKNOWN ASIAでは多様なマッチングの機会を提供し、アーティストの持続的な活動をサポートしています。

アーティスト、ギャラリー、コレクター、企業、ファンなど、幅広い出会いがあることが特長のひとつ。

各国のギャラリストやクリエイティブのプレイヤーが名を連ねる審査員とレビュアーを総勢200名以上招聘し、プレビュー

ではそれぞれの視点で審査をおこない、ベストチョイスをセレクトします。

また、コレクターや来場者が多数来場され、作品の魅力をダイレクトに伝えることで、毎年多くの作品がコレクションされて

います。そして、UNKNOWN ASIAを機に飛躍を遂げ、国内外のギャラリーでの展覧会やアートフェアに出展して活躍する

アーティストが続々と生まれています。

We open the doors of Asia, again.
9回目の開催となる今年はアジアとの再会の年。アジアのアーティストや審査員が再び大阪に集います。

アート、イラストレーション、デザイン、写真など、国を超えてアジアの最先端が集まるアートフェア。

私たちは、アジアのアーティストとギャラリーが広く集い、アートによるコミュニケーションが生まれる独自性の高いアー

トフェアを目指しています。アーティストを中心に、ギャラリー、スポンサー、審査員やレビュアー、コレクター、アートファ

ンによるアートのエコシステムを体現します。

多くの方にわたしたちの活動を知っていただきたいと思いますので、周知のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
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● サイズ
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● 価格

(3面パネル / 内寸)

[ (AS)アーテイスト・シングル / 1.62㎡ ]

�������� (税込み)一般エントリー

● サイズ
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● 価格

(3面パネル / 内寸)

（床面のみ、パネルなし）

[ (AD)アーテイスト・ダブル / 3.24㎡ ]

�������� (税込み)一般エントリー

● サイズ

�����������
● 価格

[ インスタレーション スポット / 3.24㎡ ]

������� (税込み)一般エントリー

※インスタレーション、立体彫刻のみ。展示台の持ち込みは可能です。
※床面を汚し可能性がある場合は、各自床養生をお願いします。キャプション等は床おき、スタンド等を各自ご用意ください。
※音声等に関しては可能ですが、他のブースエリアから苦情がある場合に音量調整をご依頼する場合があります。
※会場の都合上、火器厳禁です
※事前展示プランの提出を必須とします。プランに関しては変更を依頼する場合があります。著しい変更が当日なされた
場合は出展を取り消す場合があります。
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壁面の設置  /  平面作家の壁面設置ならびに持ち込み
公開制作、ライブペイント等

以下の行為は不可となりますのでご注意ください。

その他の注意事項

※事前展示プランの提出必須。

※オプションは出展決定者に追ってお伝えします。
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・・・ 照明
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● サイズ
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● 価格

(3面パネル / 内寸)

[ ギャラリーブース Type A / 6.48㎡ ]

�������� (税込み)一般エントリー

● サイズ
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● 価格

(3面パネル / 内寸)

[ ギャラリーブース Type B / 9.72㎡ ]

��
����� (税込み)一般エントリー

● サイズ
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● 価格

(3面パネル / 内寸)

[ ギャラリーブース Type C / 12.15㎡ ]

�������� (税込み)一般エントリー
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※ギャラリーブースでの出展は、受賞対象外となります。 ・・・ 照明
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ご不明点は以下までお問い合わせください。

【CONTACT】 UNKNOWN ASIA 事務局  /  E-MAIL : desk@unknownasia.net

[ 出展本エントリー 受付期間 ]

2023年5月1日(月) 12:00～6月18日(日) 23:59

以下URL、もしくは右のQRコードよりお申込みください。

https://funky802.com/i/ua_artistentry2

��



������������������

■ 第1条（目的）

1.この規約（以下、本規約という）は、UNKNOWN ASIA実行委員会（以下、当委員会という）がおこなうアートフェアUNKNOWN ASIA（以下、当フェアという）への

出展に関する事項を定める。

■ 第3条（実会場における当フェアの運営、遂行及び管理等）

1.ブース位置は、当フェアの全出展者が確定した後に、出展内容、ブース形状、会場の構成などを考慮して、当委員会が決定する。

2.出展者は、通路や展示場外など、当委員会が指定する展示スペース以外での展示・宣伝をおこなうことはできない。

3.出展物及び資材などに生じた盗難、紛失、破損や出展者が展示ブースを使用することにより発生した人的災害などについては、出展者自身が責任を負うものと

し、当委員会は、これらに対し一切の責任を負わない。

4.出展者は、当フェア会場に適用される防火、安全及び施設利用にかかわるすべての規則や法規を厳守し、当委員会の指示に従わなければならない。

5.出展者は、特定の企業・団体・個人・他の出展者や出展物を非難、攻撃、妨害する行為や、著作権、肖像権など各種権利の侵害、来場者の安全や会場の秩序を保つこ

とに支障をきたす恐れのある展示や行為を行ってはならない。当委員会が会場の秩序や来場者等の安全ならびに権利を守るために適切と判断した場合、出展者

は、当委員会の要求に従い、その展示もしくは行為を直ちに中止しなければならない。

6.展示ブースにおける作品の売買については、出展者自身が責任を負うものとし、当委員会は、これに対し一切の責任を負わない。

7.当フェア開催期間中、会場において、無断で絵の具、スプレー等を使用して作品制作を禁ずる。また、自らの出展ブース内であっても、無断で壁面に直接何かを

描き込むことを禁ずる。さらに、建物の壁や天井を展示に利用したり、会場の床を含む各設備に傷をつけたり、汚れを残すことも禁ずる。会場の著しい汚損・破損

やゴミの放置があった場合、故意、過失にかかわらず出展者が補修費、処理費等の損害賠償義務を負うものとする。

8.自らのブース内での飲食物の展示・販売は原則禁止とする。

9.会場内への動物(生死を問わず)の持込を禁止する。また、会場内は全館禁煙。

10.ゴミは原則として出展者が必ず持ち帰り、処理すること。

11.搬入に使用したダンボールや緩衝材などの梱包材は、搬出時まで指定の場所にて指定の範囲内でのみ現地処分可能とする。

12.搬出時は現状復旧を原則とし、マナーとして、ブース内のビスや釘はすべて抜き、また壁面に貼付しているものが残らないようにすること。

13.控室での制作も不可。特にラッカー等の使用は固く禁じます。

14. 会場内での火気使用は一切禁止とし、これらの遵守がなされない場合は、出展者権利は即時失効する。

・火気に該当するもの

気体、液体、固体燃料を使用し、炎・花火を発生させるもの。または器具の発熱日を外部に露出するもの。

電気を熱源とする器具で、発熱部が灼熱するもの、および外部に露出した発熱部で可燃物が触れた場合、着火する恐れがあるもの。

15.会場内での危険物品の使用は厳禁。

・危険物に該当するもの

ガソリン、シンナー、ラッカー、スプレー類、除光液、瞬間接着剤等、容器ラベルに「第1~4種石油類・引火性固体・動植物油類・アルコール類」等の表記がされている

ものは危険物に該当する。

■ 第2条（申し込み）

1.当フェアへの出展を希望する者（以下、出展希望者という）は、本規約の全てに同意した上、所定の方法により申し込みをするものとする。

2.各申し込みに対して、当委員会は審査をおこない、審査通過した出展希望者には申し込み時に入力されたメールアドレスにその旨を通知する。

3.審査通過の通知をうけた出展希望者は、当委員会が別途定める出展料を指定期日までに、当委員会が定める方法により支払わなければならない。

4.当委員会が出展料、オプションの費用を含む全額の支払いを確認できた時点あるいは、当委員会が認定した時点で、出展の権利が確定し、これ以降は出展者と

して取り扱われる。原則として、当委員会指定の期日までに出展料、オプションの費用を含む全額の支払いが確認できない場合は、当該出展希望者及び出展者の

権利を失効する。

5.支払い済みの出展料は、理由の如何を問わず返還しない

6.出展者は、出展とそれに付帯するサービスを受ける権利（以下、まとめて出展特典という）について、その一部または全部を、譲渡、貸与、売買、名義変更、担保供

与、その他名目の如何を問わず第三者の利用に供することはできない。
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■ 第6条（登録情報及び個人情報）

1.当委員会は、出展希望者が申し込み時に当委員会に提供した情報（以下、登録情報という）を、以下の各号の目的で利用することができる。

(1) 当フェアの運営、遂行及び管理、並びにこれらに付随する一切の業務

(2) 当委員会及び委員会を構成する企業・団体のサービスに関する情報の提供

(3) 当フェアの広告主もしくは提携先企業の商品やサービス等に関する情報の提供

(4) 当フェア、出展特典の品質管理のためのアンケート調査

2.当委員会は、登録情報のうち個人情報について、当委員会のプライバシーポリシーに基づき取り扱う。
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(1)危険物

消防法に定めるガソリン、軽油等引火性液体、酸化性固体、液体等の危険物

(2)指定可燃物

火災予防条例第7に定める可燃性液体および可燃性固体類(クレゾール、潤滑油、塗料等)

(3)火薬類

火薬類取締法で定める火薬・爆薬・火工品および玩具花火

(4)一般高圧ガス保安規制

通商産業省令第33号5に定めるプロパン、アセチレン、水素・アンモニアガス等の可燃性ガス

■ 第4条（感染症対策）

主催者は来場者/出展者/スタッフに対して感染症感染予防対策を講じることができるものとし、会場で指示された工程に従う必要がある。

緊急事態宣言や行政からの要請、感染状態の情報等を基に、フェア開催の可否、延期もしくは中止等の判断に関しては主催者が総合的に判断するものとする。

■ 第5条（出展資格の取消）

出展者が当フェアに対し、当委員会が下記のような迷惑行為に該当するものと判断した場合には、事前、開催当日問わず、当該行為の改善を求める。これに従わな

い場合には、当該行為の即時中止もしくは出展資格のはく奪及び即時撤収退去すること。

出展者は、当委員会に対してこの「改善」「即時中止」「即時撤収」「出展資格の取消」措置に起因する費用の返還請求等は、一切行うことができないものとする。な

お、これらの措置の実施にあたり当委員会に費用負担が発生した場合は、出展者はその費用の全額を負担する義務を負う。

1.ブース外通路の使用（来場者の誘引やアンケート等）により、他の出展者あるいは来場者に著しく迷惑を及ぼす場合

2.出展者のブース外の会場通路・公共の場所での印刷物等の配布禁止。

3.スピーカー等の音量により、他の出展者あるいは来場者に迷惑を及ぼす場合。その他、光線・熱気・ガス・臭気・振動・スモーク等により、他の出展者あるいは来場

者に迷惑を及ぼす場合

4.社会通念に照らして、品位に著しく欠ける展示・行為である場合

5.公序良俗に反する展示・行為である場合

6.18歳未満の視聴が禁止されている成人向けコンテンツの展示がある場合

7.出展者が取り扱う作品の販売促進活動をすることなく、来場者の「個人情報」の収集を主目的として行う出展は禁止する。

8.特定の著作権物の権利を著しく侵害する作品、パフォーマンス等を禁止ずる。

9.特定の政治的、宗教的、思想的な主張を含む作品、パフォーマンスを禁止ずる。
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■ 第11条（解約について）

1.主催者は出展者に本書および個別契約に違反する行為がある場合、相当の期間を定めてその是正を書面にて催告し、出展者がかかる違反を是正しない場合は、

直ちに本書および個別契約の全部または一部を解約することができる。
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■ 第7条（知的財産権等）

1.当フェア、本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他のデータ等についての一切の権利（所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等）は、当委員

会又は当該権利を有する第三者に帰属する。ただし、出展者自身が作成し著作権その他の権利を保有する場合、又は権利者から必要な同意を得ている場合を除く。

2.出展者が保有する著作権その他の権利に関し、当フェアで出展したことによって発生する模倣等のトラブルについては、当委員会は一切の責任を負わない。

3.知的財産権の使用に関しては、以下の通りとする。

主催者及びそれに委託された団体、メディアがフェア及び当該アーティストに関する広報活動を目的とする場合、作品の知的財産権を使用することができるも

のとする。

使用の期間については、特に制限を設けないものとする。

出展作品及びその画像に関して、フェア及びアーティストに関する広報活動目的以外のいわゆる営利を目的とした使用が想定される場合は、事前に条件などを

双方で協議する。

■ 第8条（フェアの停止又は中止）

1.当委員会は、本条各号の事由が発生した場合、当フェアの全部又は一部を停止または中止することができ、当該事由に起因して出展希望者、出展者、又は第三者

に損害が発生した場合であっても一切の責任を負わないものとする。

(1)天災地変、戦争、暴動、騒乱等の不可抗力により当フェアの運営又は出展特典の提供が著しく困難となった場合

(2)法律、法令等に基づく措置により当フェアの運営又は出展特典が提供できない場合

(3)その他、当委員会が止むを得ないと判断した場合

2.当委員会は、前項各号により当フェアの運営又は出展特典の提供を停止する場合、原則として、事前に当フェアホームページへの掲載や、電子メール等により

その旨を通知するものとする。

■ 第9条（機密保持に関して）

主催者および出展者は、本書および個別契約の履行に際して相手方から知り得た情報を第三者に開示または漏洩せず、本書および個別契約の履行以外の目的で使

用してはならない。ただし、次の各号の一に該当する情報についてはこの限りではない。

(1)知り得た時点で、既に公知であった情報

(2)知り得た時点で、知得当事者が守秘義務を負うことなく既に正当に保有していた情報

(3）知り得た後、知得当事者の責によらず公知となった情報

(4)知得当事者が相手方以外の第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報

(5)知得当事者が開示を受けた情報によらずして独自に開発した情報

また、主催者の責任において、各個別業務の全部または一部を第三者に委託している場合や、法令や政府機関の規則等により強制力をもって機密情報の開示を

強制された場合、受領者は委託及び強制された範囲で開示することができる。

■ 第10条（反社会的勢力の排除に関して）

出展者は、本書確認時において自ら（法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者）が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼう

ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社的会勢力（以下「反社会的勢力」という）に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

出展者は、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と相手方が判断する資料を提出しなければならない。

主催者は、出展者が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告することなく、本契約を解除することができる。

主催者が、前述の規定により、本契約を解除した場合には、解除者はこれによる被解除者の損害を賠償する責を負わず、解除者から被解除者に対する損害賠償請

求を妨げない。
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2.主催者は、相手方に次の一にでも該当する事由が生じた場合には、催告することなしに直ちに本書および個別契約を解約することができる。

(1)仮差押、差押もしくは競売の申立て、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき

(2)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき

(3)支払いを停止したときもしくは手形または小切手の不渡りを発生させたとき

(4)手形交換所の取引停止処分があったとき

(5)信用に不安が生じまたは事業に重大な変化が生じたとき

(6)本書および個別契約に基づく債務の履行が困難と認められるとき

(7)本書および個別契約の履行に関し、役員、使用人または代理人が不正の行為をしたとき

(8)正常な取引を行えずまたは正常な営業ができない事由が生じたとき

■ 第14条（準拠法、管轄裁判所）

1.本規約の準拠法は日本法とする。また、本規約については日本語によって解釈されることとし、日本語以外の他のいかなる言語への翻訳は規約の効力に何ら影

響を及ぼさない。

2.本規約又は当フェア、本サービスについて疑義、問題が生じた場合、都度誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

3.本規約又は当フェア、本サービスに関連する一切の紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

■ 第12条（出展規約・展示規則の承認）

全ての出展者はこの出展規約、「出展者マニュアル」、及び主催者が制定して出展者に通達した規則を承認するものとし遵守しなければならない。

■ 第13条（本規約の改定）

1.当委員会は、随時本規約を改定することができる。

2.前項の改定は、当フェアのホームページに改定後の規約を掲載したときから効力を有するものとする。
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